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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月10日(2014.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組成式：Ｌｉ（ＬｉxＮｉ1-x-yＭy）Ｏ2+α

（前記式において、ＭはＳｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、
Ｇｅ、Ａｌ、Ｂｉ、Ｓｎ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂ及びＺｒから選択される１種以上であり、０≦
ｘ≦０．１であり、０＜ｙ≦０．７であり、α＞０である。）
で表され、
　３００℃でカールフィッシャー滴定により測定した水分含有量が１１００ｐｐｍ以下で
あって、
　３００℃でカールフィッシャー滴定により測定した水分含有量と、１５０℃でカールフ
ィッシャー滴定により測定した水分含有量との差が１００～５００ｐｐｍであるリチウム
イオン電池用正極活物質。
【請求項２】
　３００℃でカールフィッシャー滴定により測定した水分含有量と、１５０℃でカールフ
ィッシャー滴定により測定した水分含有量との差が１００～１３０ｐｐｍである請求項１
に記載のリチウムイオン電池用正極活物質。
【請求項３】
　３００℃でカールフィッシャー滴定により測定した水分含有量が８００ｐｐｍ以下であ
る請求項１又は２に記載のリチウムイオン電池用正極活物質。
【請求項４】
　前記Ｍが、Ｍｎ及びＣｏから選択される１種以上である請求項１～３のいずれかに記載
のリチウムイオン電池用正極活物質。
【請求項５】
　前記組成式において、α＞０．０５である請求項１～４のいずれかに記載のリチウムイ
オン電池用正極活物質。
【請求項６】
　前記組成式において、α＞０．１である請求項５に記載のリチウムイオン電池用正極活
物質。
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【請求項７】
　１５０℃でカールフィッシャー滴定により測定した水分含有量が３００ｐｐｍ以下であ
る請求項１～６のいずれかに記載のリチウムイオン電池用正極活物質。
【請求項８】
　１５０℃でカールフィッシャー滴定により測定した水分含有量が２００ｐｐｍ以下であ
る請求項７に記載のリチウムイオン電池用正極活物質。
【請求項９】
　湿度５０％且つ２５℃の大気中に２４時間放置した後に、１５０℃でカールフィッシャ
ー滴定により測定した水分含有量が１５００ｐｐｍ以下である請求項１～８のいずれかに
記載のリチウムイオン電池用正極活物質。
【請求項１０】
　湿度５０％且つ２５℃の大気中に２４時間放置した後に、１５０℃でカールフィッシャ
ー滴定により測定した水分含有量が１２００ｐｐｍ以下である請求項９に記載のリチウム
イオン電池用正極活物質。
【請求項１１】
　露点－８０℃で２４時間放置した後に、１５０℃でカールフィッシャー滴定により測定
した水分含有量が３００ｐｐｍ以下である請求項１～１０のいずれかに記載のリチウムイ
オン電池用正極活物質。
【請求項１２】
　露点－８０℃で２４時間放置した後に、１５０℃でカールフィッシャー滴定により測定
した水分含有量が２００ｐｐｍ以下である請求項１１に記載のリチウムイオン電池用正極
活物質。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれかに記載のリチウムイオン電池用正極活物質を用いたリチウム
イオン電池用正極。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のリチウムイオン電池用正極を用いたリチウムイオン電池。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記知見を基礎にして完成した本発明は一側面において、
　組成式：Ｌｉ（ＬｉxＮｉ1-x-yＭy）Ｏ2+α

（前記式において、ＭはＳｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、
Ｇｅ、Ａｌ、Ｂｉ、Ｓｎ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂ及びＺｒから選択される１種以上であり、０≦
ｘ≦０．１であり、０＜ｙ≦０．７であり、α＞０である。）
で表され、３００℃でカールフィッシャー滴定により測定した水分含有量が１１００ｐｐ
ｍ以下であって、
　３００℃でカールフィッシャー滴定により測定した水分含有量と、１５０℃でカールフ
ィッシャー滴定により測定した水分含有量との差が１００～５００ｐｐｍであるリチウム
イオン電池用正極活物質である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
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